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せ車種区分 税　額

1 2 , 9 0 0円
8 , 2 0 0円
6 , 0 0 0円
4 , 5 0 0円
4 , 6 0 0円

自家用
営業用
自家用
営業用

乗　用

貨物用
四輪以上

三輪

車種区分
最初の検査年から
１３年目まで

最初の検査年から
１４年目以降

7 , 2 0 0円
5 , 5 0 0円
4 , 0 0 0円
3 , 0 0 0円
3 , 1 0 0円

1 2 , 9 0 0円
8 , 2 0 0円
6 , 0 0 0円
4 , 5 0 0円
4 , 6 0 0円

自家用
営業用
自家用
営業用

乗　用

貨物用
４輪以上

三輪

車種区分
最初の検査年から
１３年目まで

最初の検査年から
１４年目以降

1 0 , 8 0 0円
6 , 9 0 0円
5 , 0 0 0円
3 , 8 0 0円
3 , 9 0 0円

1 2 , 9 0 0円
8 , 2 0 0円
6 , 0 0 0円
4 , 5 0 0円
4 , 6 0 0円

自家用
営業用
自家用
営業用

乗　用

貨物用
４輪以上

三輪

車種区分 税額
2 , 0 0 0円
2 , 0 0 0円
2 , 4 0 0円
3 , 7 0 0円
3 , 6 0 0円

50cc以下
50cc超 90cc以下
90cc超125cc以下

三輪以上（ミニカー）

原動機付
自  転  車

軽二輪車（125cc超250cc以下）

車種区分 税額
6 , 0 0 0円
2 , 0 0 0円
5 , 9 0 0円
3 , 0 0 0円

小型二輪車（250cc超）
農耕作業用
その他

小型特殊自動車

雪　上　車

　地方税法の一部改正により、平成２８年度から軽自動車税の税額が変わっています。
　特に、軽四輪車等（三輪以上の軽自動車）は、初度検査年月や車両の燃費性能によって税額が
異なりますので、５月上旬に発送する納税通知書をご確認ください。

○四輪以上及び三輪の軽自動車
「初度検査年月」が平成１６年３月以前

「初度検査年月」が平成１６年４月～平成２７年３月

「初度検査年月」が平成２７年４月以降

○原付や125cc以上のバイク、農耕作業用小型特殊自動車など

○グリーン化特例について
　　平成２８年度（平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで）に新車新規登録をした
　一定の性能を有する軽四輪車等は、その燃費性能に応じたグリーン化特例（軽課）の対象とな
　り、平成２９年度のみ軽自動車税が軽減されます。

【対象及び軽課割合】
（軽乗用車）　

※電気自動車等：電気自動車及び天然ガス自動車（ポスト新長期規制からNOx10%低減）とする。
※ガソリン車・ハイブリッド車：いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限る。

【軽課を適用した場合の税額】

軽自動車税が大きく変わっています！軽自動車税が大きく変わっています！

※最初の検査年から１３年を
経過した翌年度から税額が変
わります。
例）四輪乗用自家用の場合
・初度検査年月：
　平成16年4月～17年3月の車
　　平成29年度まで  7,200円
　　平成30年度から12,900円
・初度検査年月：
　平成17年4月～18年3月の車
　　平成30年度まで  7,200円
　　平成31年度から12,900円

「初度検査年月」は、
自動車検査証で確認
してね。

軽自動車税の納期限
は５月３１日です。
期限内の納付をお願
いします。

車種区分
標準税率

（初度検査年月が
平成27年4月以降）

グリーン化特例（平成29年度のみ）

２５％軽減 ５０％軽減 ７５％軽減
8 , 1 0 0円
5 , 2 0 0円
3 , 8 0 0円
2 , 9 0 0円
3 , 0 0 0円

1 0 , 8 0 0円
6 , 9 0 0円
5 , 0 0 0円
3 , 8 0 0円
3 , 9 0 0円

自家用
営業用
自家用
営業用

乗　用

貨物用
四輪以上

三輪

5 , 4 0 0円
3 , 5 0 0円
2 , 5 0 0円
1 , 9 0 0円
2 , 0 0 0円

2 , 7 0 0円
1 , 8 0 0円
1 , 3 0 0円
1 , 0 0 0円
1 , 0 0 0円

対象車 軽減内容
電気自動車等
ガソリン車
ハイブリッド車

概ね 75%軽減
概ね 50%軽減
概ね 25%軽減

H32年度燃費基準＋20%達成車
H32年度燃費基準達成車

対象車 軽減内容
電気自動車等
ガソリン車
ハイブリッド車

概ね 75%軽減
概ね 50%軽減
概ね 25%軽減

H27年度燃費基準＋35%達成車
H27年度燃費基準達成車＋15%達成車

（軽貨物車）

【お問い合わせ先】
　税務課（横田庁舎）
　有線：２０－４２５３
　電話：５２－２６７１

～島根県からのお知らせ～　　自動車税の納期内納付について

　自動車税の納期限は５月３１日です。
　必ず納期限までに納めていただきますよ
うお願いします。
　納税通知書が届かない場合は、東部県民
センターへお問い合わせください。
　今年度より、パソコン・スマートフォン
からクレジットカードを利用して納めてい
ただくことができるようになりましたので、
ご利用ください。
　詳しくは、東部県民センターへお問い合
わせください。

◇納税通知書発送日　　５月１日（月）
◇納付場所・方法　　
　金融機関、コンビニエンスストア、県民
　センターの窓口、ペイジー納付（インタ
　ーネットバンキング、モバイルバンキン
　グ、ペイジー対応のＡＴＭ）、
　パソコン・スマートフォンを利用したク
　レジットカードによる納付
【お問い合わせ先】
　東部県民センター　自動車・個人課税課
　電話：（０８５２）３２－５６２６


